
























































53

育児休業制度と経済的支援

事業主の義務

○育児休業・産後パパ育休を取得しやすい雇用環境の整備
　事業主は、以下のいずれかの措置を講じなければなりません。
①研修の実施、②相談体制の整備等、③自社の労働者の取得事例の収集・提供、
④制度と取得促進に関する方針の周知
○労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
　本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、育休制度に関
する所定の事項の周知と、休業の取得意向の確認を、個別に行わなければなり
ません。

育児休業等取得状況の公表（令和５年４月１日施行）

　常時雇用する労働者数が1,001人以上の事業主は、男性の育児休業等の取得状
況を、インターネットなどにより、年１回公表しなければなりません。
　公表内容は、次の①または②いずれかの割合です。
①育児休業・産後パパ育休等の取得割合
②育児休業・産後パパ育休等と育児目的休暇（法定制度除く）の取得割合

出産・育児のための経済的支援等

出産手当金・出産育児一時金（健康保険）
１　出産手当金
　被保険者が出産（妊娠85日以後の流産・死産含む）のため会社を休み、賃金
が支払われない場合に支払われます。給付内容は134ページをご参照ください。
２　出産育児一時金・家族出産育児一時金
　出産にかかる経済的な負担軽減のため、被保険者や被扶養者が出産（妊娠85
日以後の流産・死産含む）した場合に、１児につき50万円が支払われます（た
だし、産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合等は、１
児につき48万8,000円）。
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育児休業給付金（雇用保険）
　育児休業中の雇用保険の被保険者（※）には次の給付制度があります。
※�原則として休業開始日前２年間に、賃金支払基礎日数が11日以上あるなど完全月が
12か月以上ある被保険者が対象。ただし、疾病等の場合は例外があります。

◆�対象者：１歳（パパ・ママ育休プラスの場合は１歳２か月、さらに保育所等
における保育の実施が行われないなどの場合は１歳６か月または２歳）未満
の子を養育するために育児休業を取得した雇用保険の一般被保険者及び高
年齢被保険者
◆�支給額：受給開始から180日は、休業開始時の賃金日額×支給日数×67％（181
日以降は50％）
◆産後パパ育休の場合（出生時育児休業給付金）
　�休業中に就業日がある場合は、休業期間中の就業日数が、最大10日（10日を
超える場合は就業している時間数が80時間）以下の場合に支給されます。給
付については休業日数や就業日数により異なるため、詳しくは公共職業安定
所へお問合せください。

社会保険料（健康保険・厚生年金保険）の免除
　事業主が年金事務所または健康保険組合に申出をすることによって、産前産
後休業期間中、３歳未満の子を養育するための育児休業期間中（育児休業制度
に準ずる措置による休業も含む）の社会保険料が事業主・被保険者分とも免除
されます。
　原則として月末時点で育児休業中の場合、その月に負担すべき社会保険料が
免除されます。また、短期の育児休業等の取得に対応して、同月内に14日以上
の育児休業等を取得した場合には、その月に負担すべき社会保険料が免除され
ます。
　ただし賞与分の免除については、賞与月の末日を含む連続した１か月超の育
児休業取得時に限られます。なお、連続する二以上の育児休業等を取得する場
合は、一つの育児休業等とみなして保険料免除の規定を適用します。
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子の看護休暇、時短勤務等

子の看護休暇（育児・介護休業法第16条の２、第16条の３）

　病気やけがをした子の看護または子に予防接種、健康診断を受けさせるための
休暇を、年次有給休暇とは別に取得することができます。
◆対象者：小学校就学前の子を養育する男女労働者（日々雇用者を除く）
◆労使協定で対象外にできる者：
　ア　その事業主に継続して雇用された期間が６か月未満の者
　イ　１週間の所定労働日数が２日以下の者
◆�取得できる日数：１年度において５日（小学校就学前の子が２人以上であれば
10日）
◆�取得単位：１日または時間単位で、始業時刻から連続または終業時刻まで連続
して取得することができます。

育児時間（労働基準法第67条）

　生後１年未満の子を育てる女性労働者は、１日２回それぞれ少なくとも30分の
育児時間を請求できます。なお、これは下記の所定労働時間の短縮措置とは別に
与えられます。

育児のための所定労働時間の短縮措置（育児・介護休業法第23条第１項、第２項）

　事業主は、男女労働者が希望すれば利用できる所定労働時間の短縮その他の措
置を講じなければなりません。
◆�対象者：３歳未満の子を養育する男女労働者で現に育児休業をしていない者（１
日の所定労働時間が６時間以下である労働者及び日々雇用者を除く）
◆措置：１日の所定労働時間を原則として６時間とする措置等
◆労使協定で対象外にできる者：
　ア　その事業主に継続して雇用された期間が１年未満の者
　イ　１週間の所定労働日数が２日以下の者
　ウ　�業務の性質または業務の実施体制に照らして、所定労働時間の短縮措置を

講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者（※）
※�労使協定で対象外としたウの労働者については、①育児休業に関する制度に準ずる措
置、②フレックスタイム制度、③始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ、④保育施設の設
置運営等のいずれかの措置を講じなければなりません。
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　以下の規定は、育児のほか介護のためにも適用される労働時間の制限について
まとめたものです。（介護休業等の概要は57、58ページ参照）

所定外労働の制限（育児・介護休業法第16条の８、第16条の９）

　事業主は、対象となる男女労働者が請求した場合は、事業の正常な運営を妨げ
る場合を除き、所定労働時間を超えて労働させてはなりません。
◆�対象者：３歳未満の子を養育または要介護状態にある対象家族を介護する男女
労働者（日々雇用者を除く）
◆労使協定で対象外にできる者：
　ア　その事業主に継続して雇用された期間が１年未満の者
　イ　１週間の所定労働日数が２日以下の者

時間外労働（法定時間外労働）の制限（育児・介護休業法第17条、第18条）

　事業主は、対象となる男女労働者が請求した場合は、事業の正常な運営を妨げ
る場合を除き、１か月24時間、１年150時間を超える時間外労働をさせてはなり
ません。
◆�対象者：小学校就学前の子を養育または要介護状態にある対象家族を介護する
男女労働者（日々雇用者を除く）
◆請求できない労働者：
　ア　その事業主に継続して雇用された期間が１年未満の者
　イ　１週間の所定労働日数が２日以下の者

深夜業の制限（育児・介護休業法第19条、第20条）

　事業主は、対象となる男女労働者が請求した場合は、事業の正常な運営を妨げ
る場合を除き、深夜（午後10時から午前５時まで）に労働させてはなりません。
◆�対象者：小学校就学前の子を養育または要介護状態にある対象家族を介護する
男女労働者（日々雇用者を除く）
◆請求できない労働者：
　ア　その事業主に継続して雇用された期間が１年未満の者
　イ　�深夜において常態として保育または介護できる16歳以上の同居の家族がい

る者
　ウ　１週間の所定労働日数が２日以下の者
　エ　所定労働時間の全部が深夜にある者
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介護のための両立支援制度

介護休業（育児・介護休業法第11条、第12条ほか）

　男女労働者は、事業主に申し出ることにより、対象家族の介護のために
休業することができます。
◆�対象者：要介護状態にある対象家族（配偶者、父母、子、配偶者の父母、
祖父母、兄弟姉妹及び孫）を介護する男女労働者（日々雇用者を除く）

○�有期契約労働者は、申出時点において、介護休業取得予定日から起算し
て93日を経過する日から６か月を経過する日までに、労働契約期間が満
了し、更新されないことが明らかでないこと
◆労使協定で対象外にできる者：
　ア　その事業主に継続して雇用された期間が１年未満の者
　イ　申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな者
　ウ　１週間の所定労働日数が２日以下の者
◆�休業できる期間：対象家族１人につき通算93日まで、３回を上限として
分割して取得することができます。

介護休業給付金
　介護休業中の雇用保険の被保険者（※）には次の給付制度があります。
※�原則として休業開始日前２年間に、賃金支払基礎日数が11日以上あるなど
完全月が12か月以上ある被保険者が対象。ただし、疾病等の場合は例外が
あります。

◆�対象者：要介護状態にある対象家族を介護するために介護休業を取得し
た雇用保険の一般被保険者及び高年齢被保険者
◆支給額：休業開始時の賃金日額×支給日数×67％
　対象家族１人につき、93日を限度に３回までの休業が対象となります。
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介護休暇（育児・介護休業法第16条の５、第16条の６）

　要介護状態にある対象家族の介護や世話のための休暇を、年次有給休暇
とは別に取得することができます。
◆�対象者：要介護状態にある対象家族を介護や世話する男女労働者（日々
雇用者を除く）
◆労使協定で対象外にできる者：
　ア　その事業主に継続して雇用された期間が６か月未満の者
　イ　１週間の所定労働日数が２日以下の者
◆�取得できる日数：１年度において５日（対象家族が２人以上であれば10日）
◆�取得単位：１日または時間単位で、始業時刻から連続または終業時刻ま
で連続して取得することができます。

介護のための所定労働時間の短縮等の措置（育児・介護休業法第23条第３項）

　事業主は、男女労働者が希望すれば利用できる所定労働時間の短縮その
他の措置を講じなければなりません。
◆�対象者：要介護状態にある対象家族を介護する男女労働者（日々雇用者
を除く）
◆�措置：①短時間勤務制度、②フレックスタイム制度、③始業・終業時刻
の繰上げ・繰下げ、④介護サービス費用の助成等のいずれかを、対象家
族１人につき、利用開始から連続する３年間以上の期間で、２回以上（④
は除く）利用できる措置
◆労使協定で対象外にできる者：
　ア　その事業主に継続して雇用された期間が１年未満の者
　イ　１週間の所定労働日数が２日以下の者

＊このほか、育児・介護のための労働時間の制限等について56ページもご参照ください。


